
１．件名：中部電力株式会社浜岡原子力発電所１、２号炉の廃止措置計画及び原子炉施設

保安規定変更に関するヒアリング 

 

２．日時：令和５年８月２５日（金） １０時００分～１１時１０分 

 

３．場所：原子力規制庁 ９階Ａ会議室（※一部ＴＶ会議システムによる出席）  

 

４．出席者 

原子力規制庁： 

原子力規制部審査グループ 実用炉審査部門 

塚部安全規制調整官、寺野管理官補佐、福原管理官補佐 

 

中部電力株式会社： 

浜岡原子力発電所 廃止措置部 廃止措置計画課 課長他８名※ 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

 提出資料： 

資料１：浜岡原子力発電所１、２号 原子炉廃止措置計画変更認可申請書について（面

談における指摘事項回答） 

資料２：浜岡原子力発電所１号炉及び２号炉 解体の対象となる施設及びその解体の

方法の変更について 

資料３：浜岡原子力発電所１号炉及び２号炉 性能維持施設の変更について 

資料４：浜岡原子力発電所１号炉及び２号炉 保管区域の設定予定区域の変更につい

て 

資料５：浜岡原子力発電所１号炉及び２号炉 平常時における被ばく評価について 

 

 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:01 皆様お疲れ様です原子力規制庁の福原です。参加者そろいましたので

ただいまから浜岡原子力発電所 12 号炉、 

0:00:11 原子、廃止措置計画変更認可申請に係るヒアリングを開始したいと思

います。規制庁の方は、 

0:00:18 調整官のツカベ元テラノフクハラ 3 名出ております。 

0:00:23 それでは事業者さんの方から、 

0:00:25 内容の説明をお願いいたします。 

0:00:31 はい。中部電力のテラサワから末松先生。 

0:00:36 見ますと資料 1 のスライド 1 をご覧ください。 

0:00:42 こちら、 

0:00:45 面談における指摘事項回答資料ということで、 

0:00:49 前回 7 月 13 日の面談にていただいた、 

0:00:53 指摘事項について、ケース、 

0:00:59 スライドの 3 と 3－15 から、前回の指摘事項を記載をさせていただいて

おります。 

0:01:07 それぞれ該当資料は右側に書いてございまして順番にご説明をさせて

いただきます。 

0:01:13 まず初めに、ナンバー15 から説明をさせていただきます。 

0:01:19 はい。中部電力の宮崎でございます。ではですね 

0:01:24 指摘事項Ｎｏ．15 の説明から入らせていただきたいと思います。まず、Ｌ

2 の保管方法管理方法について説明することということで本人回答につ

いては、本資料の 

0:01:37 左下通し番号 5 ページの方で説明させていただきたいと思います。 

0:01:43 資料の中身に入る前に先に、結論からまず申し上げますとですね、今

回、解体対象物として、サプチャン等をですね追加させていただいて、 

0:01:55 いるんですけれども、これらのものをすべて除染すると、Ｌ3 になりま

す。つまりＬ2 として発生する。 

0:02:05 解体時物ではないというところになるんですけれども、これがですね廃

止措置計画上どのように記載されているかというところで今回この 1 枚

ものの資料を作らせて、 

0:02:16 いただきました。ということでちょっと中身の方の説明に入っていきたい

と思います。 

0:02:22 快適物のですね発生量に関する内訳についてはですね廃止措置計画

上本文の住所と、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:32 添付の 5 に記載がございます。 

0:02:36 で、まず右側の添付 5 についてまず見ていくんですけれども、表 5－5

ということで表を示させていただいております。 

0:02:45 この表の中身はどういったものが説明されてるかっていうと、第二段階

対象設備の発生の内訳が記載されております。つまり解体撤去物に限

定して 

0:02:57 どれだけのものが発生するかというところで、表の内訳が記載されてお

ります。 

0:03:02 代表して 150 にちょっと説明していくんですけれども、第二段階対象設

備のうち、1 号炉のもので、かつＬ2 のものは、 

0:03:13 510 トン。 

0:03:15 発生する予定ですよというふうに記載しておりまして、その下の方にで

すね括弧書きで、0 トンというふうに記載してるんですが、この括弧書き

の数字は何かというと、 

0:03:25 除染係数を考慮して助教は除染して、除染した結果何トンになるかとい

うところを示した値になっておりますつまり、510 トンのＬ2 のものはすべ

て除染されるとＬ3、 

0:03:38 以下に落ちて、0 本になりますといった説明になっております。 

0:03:42 一方で本文上の方にとっていきます。 

0:03:46 本文中ではどのように記載しているかというと、配送期間中の放射性固

体廃棄物の推定発生量ということで説明させてもらっていて、ここで示し

ている表は浜岡 1 号のものなんですけれども、 

0:04:00 第二段階中では、Ｌ2 のものが 640。 

0:04:05 発生しますよというふうになっていて、 

0:04:07 除染後は、130 トンを、 

0:04:11 ものが残りますと、 

0:04:14 要は 640 トンのうち 510 トンは除染によってなくなって、130ｔ、Ｌ2、 

0:04:21 固体廃棄物残りますという、 

0:04:24 今日中身になって、 

0:04:26 この 130ｔって一体何なんだっていうところがですね表の下に書いており

ますけれども、本文の 10 章の本文をですね抜粋させていただいており

ます。 

0:04:37 その中ではですね内訳が書いてございまして、1 からですね、中のもの

が、この表の中には書いてあるんですよというふうになっております。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:04:47 中身を見ていくと、解体撤去物に加えてですね運転中に発生する廃樹

脂とかですね、あとは可燃物を燃やしたときに出てくる灰とかですねそう

いったものがこの表の中には押されていて、 

0:05:00 その分が 310、130 トンという形で円として残りますということで表現、 

0:05:07 結論から言うと、この日、130 トンの保管方法とか処理方法というのはで

すね第二段階当初にですね、もう認可をいただいてる範囲になるんで

すけれども、 

0:05:19 溶融してですねドラム缶に詰めて 12 号の建屋外のですね、固体廃棄

物貯蔵庫という、運転号機側と共用で使って設備が 

0:05:29 して、保管していきますというところですでに御認可いただいて、 

0:05:34 今回追加いたしましたそのサプチャン等については、Ｌの発生しないの

でここの保管、 

0:05:40 の仕方とかっていうところについては、新たに審査いただくところではな

いのかなというところ。 

0:05:45 絶えずこのパートの説明としては、以上。 

0:05:59 規制庁福原ですけども、続けて説明いただけますか。 

0:06:04 中部電力のミヤザキそれではじゃあ、説明を続けさせていただきます。 

0:06:09 資料 1 の右下 3 ページに戻っていただいて指摘事項の 16 と 17 個を合

わせてちょっと説明させていただきます。16 と 17 では、ですね熱的切

断の選定、 

0:06:22 の方針について整理することということをご指摘いただいているのと、あ

とサプチャンの具体的な解体方法について補足説明資料で追加して欲

しいというところで、今回、 

0:06:33 参りました。で作った結果が、資料になりますので資料 2 をご覧くださ

い。 

0:06:42 今回補足説明資料ということで先行プラントさんのですね審査資料もち

ょっと参考にさせてもらって、ちょっと資料の構成変えてるんですけれど

も、先行プラントさんの例を見るとですね、 

0:06:54 廃措置計画の章立てごとにですねこの説明書を作っていらっしゃったの

で今回、本文 5 のパートで新たに補足説明資料をちょっと起こしており

ます。 

0:07:05 中身の方見ていきますけれどもポスターのページ 2 ページ目の、まず 2

ポツ目ですね、解体撤去の工事方法の変更についてというところで廃

措置計画でですね今回、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:07:18 我々新たに大型の機器を対象に切断やらせていただきますというところ

で変更させていただいていて、熱的切断をどういったものに採用していく

かっていうところはですねこれまでの議論で、 

0:07:31 通らさせていただいていたと思います。なので今回新たに新しく追加敷

いた考え方みたいなのはないんですけれども、先行プラントさんの例を

参考にですね考え方を整理してきたものにございます。 

0:07:44 一番大きく変わったのはですね表 1 を追加いたしました。 

0:07:49 日赤切断を実施する対象は何かっていうところ等どういったところでメリ

ットがあってですね、出席者設立適切案を採用しているかというところを

記載させていただいております。 

0:08:02 続きましてＡとしたページ 4 ページ目に移ります。三瓶 3 ポツですね新

たに追加した第二段階対象設備の解体方法の工事方法についてという

ことで、 

0:08:14 真崎ちゃんと今回追加させていただいているんですけれども、代表例と

しまして、サプチャンの解体方法について追記させていただいておりま

す。 

0:08:24 一番わかりやすいところでいくとですね図 1 の方にＳ／Ｃの壊し方につ

いてですね図示させていただいていて、4 コマ漫画みたいなものをつけ

させてもらっております。 

0:08:35 中身ちょっと説明させてもらうと、まずサプチャンーはナカの除染から始

まりまして、二つ目にですね、オカモトの連結部分を切り離し、 

0:08:45 三つ目にはですねサプチャンの内部の構造物を撤去して、最後には、

一番外側のシェルの部分を壊していくという順番で解体していくといった

流れになっております。 

0:08:57 本部としましてはですね工事の内容として一般的な自己排水結果に書

いてあるような一般的な事項を並べさせてもらっているのと、あと安全

確保対策として、これも一般的な事項を並べさせていただいておりま

す。 

0:09:09 今回大型のものを非できるっていうところで火災防護についてどうなっ

ているのかっていうところで前回、前々回ですかね、議論があったところ

だと思いますので、 

0:09:21 当間当社手引きの抜粋という形で下ページ 6 ページのですね図 2 のと

ころでですね、当社手引きでは、こういった火災防護をやっておりますと

いうところで説明させていただいたので補足説明資料としても、参考で

追加させていただいております。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:09:36 はい。 

0:09:38 資料 2 の説明としては以上です。 

0:09:48 中部電力田村でございます。よろしければ次の指摘事項の回答率に戻

って進めたいと考えてございます。資料 1 の 4 ページ、 

0:09:58 のですね、ナンバー18。 

0:10:01 機器搬入コウノ遮へいプラグを機能除外して問題ない旨というところで、

廃止措置計画の本文 6、性能維持施設のパートにつきまして、今回前

回までですね口頭でご説明させていただいてた旨を紙に、 

0:10:15 落としました。 

0:10:16 それが資料 3 でございます。 

0:10:18 資料 3 の 1 ページをご覧ください。 

0:10:23 はじめにというところは割愛させていただきます。 

0:10:26 2 の性能維持施設の変更についてというところに、今回、記載させてい

ただいてございます。 

0:10:33 少し読ませていただきますと、しゃへいプラグという設備につきましては

ですね、Ｄ／Ｗの外周の設外周の壁、こちらの一部でございますと、 

0:10:43 そして構造については、定期点検等のプラント停止時にドライウェルを

開放し、ナカの方へですね、機器等の搬出ができるように可動式となっ

てございます。 

0:10:52 運転終了後、また現在のですね、廃止措置の段階におきましては、遮

へいプラグというものは開放した状態を継続してございまして、性能維

持施設としては、 

0:11:02 遮へいＫＬａｂ単体の遮へい、放射線遮へい機能、こちらには期待するも

のではございません。 

0:11:09 ですが、遮へいプラグというものは、もともとドライビル外周の壁の一部

ということでしたので、その性能維持施設として位置付けてきてございま

す。 

0:11:19 今回ですね、しゃへいプラグの解体撤去計画を取りまとめまして、第二

段階の対象設備、こちらに追加するに当たりまして、廃止措置計画に記

載してございます。 

0:11:29 解体撤去の着手要件としております。 

0:11:32 対象設備が供用終了していること、こちらを満たす状態とするために、

現行の 

0:11:37 性能維持施設の当該箇所に記載してございますドライビル外周の壁。 

0:11:41 箱が原子炉ウェルプラグ除くというところから、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:11:45 機器搬入コウノはしゃへいプラグ除くこちらを加えさしていただくというと

ころで、遮へいプラグのを性能維持施設からの除外とさせていただきた

いと考えてございます。 

0:11:55 なおですけれども参考で、 

0:11:58 今回の変更認可申請させていただきました 2023 年 3 月時点での、 

0:12:03 1 号及び 2 号の、 

0:12:05 しゃへいクラブ周辺の雰囲気線量等率、こちらにつきましては、最大で

も、コンマ 003 ミリシーベルトパーアワーと、 

0:12:14 いうところで十分に低くなってございまして、遮へいプラグによる放射線

遮へい機能を必要としない放射線レベルであるというところも確認して

ございます。 

0:12:25 えっと資料 3 のご説明は以上でございます。 

0:12:31 続きまして、指摘事項の№19、 

0:12:36 保管区域容量について段積みを考慮した容量はどうかのところについ

てせ、説明させていただきますすいません中部電力の蔵田でございま

す。 

0:12:45 こちらにつきましては資料 4 にて説明させていただきます。資料 4 の 3

ページ目、 

0:12:51 でございます。 

0:12:53 下の、 

0:12:55 赤く囲まれたところでございますが、 

0:12:59 まずこの前段におきまして申請書に記載しております保管区域の、 

0:13:04 設定予定区域容量の算出方法をお示ししております。具体的には、フロ

ア面積 2 フロアの高さを掛けて 0.5 を乗じるという方法にて出しておりま

すが、 

0:13:14 この方策等をお示しして、不燃性ザッ固体廃棄物において適切に廃棄

するまでの間の涵養量が確保されているという説明を、 

0:13:23 しておりましたが、この算出方法においてさらに、 

0:13:27 直接線及びスカイシャイン線評価の際の保管条件、具体的には、原子

炉建屋の地下 2 階は保管容器の 3 段積みそれ以外は 2 段積みという

条件を課した場合に、 

0:13:38 保管容量はどうなるかという質問だったというふうに理解しておりまし

て、 

0:13:43 結論から申し上げますと、その場合であっても 1 号炉で、約 3 万 7000

立米に号炉で 4 万 7000 立米ということでして、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:13:52 Ｌ3 廃棄物の推定発生量を、十分保管できる容量、 

0:13:59 となっております。つまり、この条件においても、 

0:14:03 不燃性雑固体廃棄物について適切に廃棄するまでの間の保管容量が

確保されるということになります。 

0:14:09 №19 の説明は以上でございましてナンバー、 

0:14:14 20 から 22 の説明に移りたいと思います図 20 ですが、熱的切断の評価

が、 

0:14:21 相評価になっていないことを追記すること。 

0:14:24 ということでして、資料 5－40 分の 

0:14:29 4 にて説明いたします。 

0:14:33 対応するところは、一番下の一部推定放出量は、のところ、 

0:14:40 になります。評価の前提としまして、続いて放出量は、 

0:14:44 熱的切断に限ったことではなく、機械的切断も同様なのですが、解体対

象設備の解体撤去期間が撤去期間が実際複数年で行われますが、1

年間で行われるものとして、 

0:14:57 評価しております。 

0:15:00 またすでに、補足説明資料に書かれていることでございますが、切断長

ですとかフィルターの捕集効率のパラメーター等でおいても、 

0:15:09 保守性を担保して評価しております。以上がＮｏ．20 の説明に、 

0:15:15 ございます。ナンバー21 位の説明に移ります。他社審査資料を参考に

被ばく評価について同等な情報を追記することでして、同じく資料 5－

40 分の、 

0:15:28 9 と 10 になります。 

0:15:31 9 の下の四角のところになりますが、まずこの前段にて被ばく評価の前

提ですとか、方法が記載されておりましてその評価結果は、 

0:15:43 廃措置計画の添付書類の 3 に書かれていますが、この資料中に表 1

として代表的な機器を対象としまして、放出量の計算過程を、 

0:15:54 記載いたしました。それが次のページ 40 分の 

0:15:59 10 の表 1 の表になります。 

0:16:02 粒子状放射性物質の放出量計算過程ということでございまして、 

0:16:08 主な設備としましてサプレッション・チェンバ主蒸気配管、余熱状況系ポ

ンプ、水圧制御ユニットという四つを選びまして、 

0:16:18 ここに放出量を出すための計算式、その計算式に代入するためのイン

ベントリー等の各パラメータを記載しまして、この設備について放出量

の計算が終えるような記載を、 
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0:16:33 追記しております。 

0:16:36 続きまして 21、ナンバー22 の説明に入ります。スカイシャイン線の最大

評価地点の実効線量の内訳と、 

0:16:45 12 号が最大評価地点の数値に影響を与えない旨の説明を追記する。 

0:16:50 ことでして同じく資料 5－40 分の 17 から 20。 

0:16:55 で説明いたします。 

0:16:58 まず 40 分の 17 ページのところですが、まず前提となって評価地点の

説明が記載しております、スカイシャイン線及びスカイシャイン線直接線

及びスカイシャイン性の評価時点ですが、次のページの、 

0:17:13 16Ｐ4518 ページに示す。 

0:17:17 ＡからＥの 5 地点、2 点評価を行っております。 

0:17:23 その 5 地点の評価結果が、40 分の 20 ページの表、表 7、直接線、 

0:17:32 及びスカイシャイン線量の評価結果。 

0:17:35 というところでございます。 

0:17:38 この結果を見ますと、申請書に記載の通り、 

0:17:43 はい。廃止措置対象施設からの線量が最も高い地点は、Ｂ地点の 

0:17:48 4.8 マイクログレイパーイヤーというところになります。 

0:17:52 ただし敗訴。 

0:17:54 1 対象施設以外、 

0:17:56 の設備も入れた合計値で一番高いのはこのＢ地点ではなく、Ｅ地点の、 

0:18:02 ところになりまして、施設長に記載の通りの 40.5。 

0:18:08 マイクログレイパーイヤーというふうに、 

0:18:11 アユ約 41 マイクログレイ。 

0:18:14 ファイアということになっております。 

0:18:17 説明は以上でございます。 

0:18:32 はい、衛藤原子力規制庁福原です説明ありがとうございました。まず私

の方から何点か、 

0:18:39 確認をさせてください。 

0:18:43 確認の内容なんですけれども、一つ大きなところ、 

0:18:47 と、あと細かいところが何点かあります。まず大きなところから申し上げ

るとですね、 

0:18:54 今回、さっき先ほど説明いただいたようなことというのは、 

0:18:59 審査できちんと確認をして審査書に書くべきことなのかな。そ、 

0:19:05 こういうことを確認しましたよということを、審査書に書いていくことなの

かなと思ってまして。 
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0:19:11 基本的には、申請書、補正ではなくって申請書に、 

0:19:17 書いていただくようなこともあるのかなあという気がしておりますちょっと

個別には、また、公開の会合の場で、 

0:19:25 伝えたい、伝えることになるかもしれない、議論することになるかもしれ

ないんですけども、補正もあるの補正を出していただくことになるのかも

しれないという、 

0:19:37 感想感想文印象を受けました。 

0:19:39 ていうのがまず大きなところですと。 

0:19:41 で、ちょっと細かいところを何点か、事実確認をさせてください。 

0:19:52 まずですね、 

0:19:58 資料 1 からいきますけれども、 

0:20:01 資料 1 の先ほど説明いただいた 5 ページのところなんです資料 1－5

ページ。 

0:20:08 の、 

0:20:11 ところで、 

0:20:13 表があって、除染しますよと、下の括弧書きのところが除染後の物流を

表しますよっていう表があるかと思うんですけど。 

0:20:23 この除染係数を今 100 としてますよと。これ除染係数 100 とするのは、

一般的な話ですか。 

0:20:31 全部除染できるっていうことです。これ 100 っていう値は、 

0:20:36 中部電力の宮崎でございます。はい。100 という値はですね第一段階に

実施しました化学除染の結果も踏まえてですね設定してる値でして、 

0:20:48 拡張性でいうと大体 100 ぐらいになりますんで、もっと言うと、普通の化

学除染ではなくてですね一般的な機械的な除染を適用しますともっと高

い除染係数は出るんですけれども、 

0:21:01 廃措置計画上の記載としましては、除染係数 100 ということで整理して

おります。 

0:21:09 はい。規制庁府川ですちょっとここで確認したかったのは実態、実態とし

て実際どうなんだっていうのをちょっと感触を聞きたかったんですね、実

際こうぜ。 

0:21:19 0 になるもんなんですか、除染をすると。 

0:21:23 衛藤。 

0:21:25 中部電力の宮崎でございます。基本的にはですね物理的に汚染してる

ところですねは、引き剥がして除染するという形になりますので、除染後

の値としてはですね、限りなくゼロになるものと、 
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0:21:37 引き取り、 

0:21:38 規制庁。 

0:21:40 そこは了解しました。で、これ私前も聞いた、確認したんですけども、そ

の引き剥がしたものっていうのはもちろん、 

0:21:49 放射性物質として残りますよ。 

0:21:52 ていうことで間違いないんですよね。当然ですけど、それははい。残りま

す。はい。はい、承知しました。 

0:21:59 続きまして資料。 

0:22:01 すいません。規制庁のテラノですちょっと今の点で、結果として 

0:22:07 藤さん、5 ページ目のかぎ括弧の中で約 130 分 130－130 トンのヘルニ

アの廃棄物の量は、サプレッション・チェンバと今回は解体廃棄物、 

0:22:18 こうふやしたとしてもこの数字は変わらないよというところ。 

0:22:21 御説明だったんですよそんな理由だけちょっとすいません、カセいただ

きます。 

0:22:25 はい。 

0:22:27 本文中で説明したと中部電力の宮崎でございます。本文中で説明して

いるですね 130 トンの内訳の中には運転中の廃樹脂等が含まれていま

すよというところは説明させていただきました。 

0:22:41 例えばですね除染の方法とかいろいろあるんですけど、例えば水でジャ

バジャバかけて除染しましたよっていうところでいくと、助成した水をどこ

に行くかっていうと、廃液処理系に流れて樹脂にキャッチされて、 

0:22:57 まず樹脂側の廃棄物として出てくるというところでございまして、全体の

廃棄物の発生量としましては全然変わらないと。 

0:23:06 いうところなのでここの数字は変更はないというと、 

0:23:12 規制庁のテラノです。衛藤。 

0:23:14 すいませんあまり定量的なイメージが掴めてなくてちょっとご質問させて

恐縮なんですけども、佐渡先生みたいって、ちょっと、ちょっと大きい大

体は廃棄物、はい。 

0:23:26 多分、 

0:23:27 いろいろ除染等はされて、 

0:23:31 化学除染等されて、されると思うんですけど結局それが廃液、 

0:23:36 として取り扱われるっていうイメージというイメージなんですけど、そうす

ると、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:23:40 ちょっと廃液受振捕まるその不足分だったりとかってのは増えるのかな

と思うんですけどそこは結果としては、今まで想定したものの中に含ま

れるぐらいしかでしかないっていう 

0:23:50 中部電力の宮崎です。衛藤。ご認識の通りでして、あとはですね普段の

保守の中でもですね作業をやるために除染するというところがございま

すので、 

0:24:02 そんなに除染廃液の量としては変わらないといったところで整理してお

ります。 

0:24:13 規制庁フクハラですけれども続きまして資料の 2。 

0:24:18 の、 

0:24:18 3 ページ。 

0:24:20 資料の 2－3 ページになります。 

0:24:23 表 1 のところの一番上のところの基本的な考え方のすぐ下にあるんで

すけども、 

0:24:30 今回熱的切断を 

0:24:33 範囲を拡大しますということで、その理由としては、一言で言うと、切断

長が長くなって、 

0:24:41 長時間切断作業しなきゃいけないところは、熱でさっとこう切断しますと

いう、そういう理解。 

0:24:48 なんですけども、切断長によって作業時間によって熱か、機械化分け

る。 

0:24:54 それの理解 

0:24:56 正しいでしょう。 

0:24:59 中部電力の宮崎です。認識の通りでございます。はい。 

0:25:06 はい。規制庁深田です。で、前回も話が出たんですけども、熱なのか機

械なのかというのは現場の状況を見ながら決めていくものであって、今

の 

0:25:17 なんだろう、作業なん、ちょっと、ちょっとその細かい話かもしれないです

けども、実際に作業する業者さん協力企業が、決めて、それを、 

0:25:29 御社が承認というか確認をして実際に熱なのか機械なのか。 

0:25:35 ていうのを選択していく要は現場の判断に迷いますよと、そういう理解

なんですけどもそれも正しいでしょうか。 

0:25:46 はい。中部電力の宮崎でございます。まず、事前に工事計画するかとい

うところなんですけれども、まず廃措置計画の中で、まず定めているの

はですね作業前に工事計画書というものを作りまして、 
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0:26:05 当該のエリアで、どういった工場とか接続を使って工事をやっていくかと

いうところを定めていくというところでございますので、工事を実施する

前にですね、電力側で、 

0:26:16 どういったことをやるかってことを承認してから工事を始め、 

0:26:21 被ばく評価上はですねコンプライアンスできるだろうというところを我々

は評価して 

0:26:29 評価をやっておりまして、さらにその結果としまして放出管理目標値とい

うのを定めております。 

0:26:37 この効率管理目標値をですね、逸脱しないように、現場管理はやってい

くつもりではおりまして、また後、ご懸念されてるのはたくさん熱で切られ

て、もともとやっていた被ばく評価を逸脱する。 

0:26:52 するような、汚染がもう交渉に広がっていくんじゃないかというところ、ご

懸念されてるのかなというふうに思っているんですけれども、そこについ

てはですね放出管理目標値、 

0:27:02 を守ることで守られていくんじゃないかなというふうに考え 

0:27:10 はい。規制庁福原です。ちょっと私の懸念はちょっと違ってって、えっと

ですね。 

0:27:17 ある程度元バーでフレキシブルに対応。 

0:27:22 していくべきだと思ってて、この熱なのか。 

0:27:26 機械なのかっていうのは、その全部、 

0:27:29 机上では決められないと思ってて、ただ方針は決めなきゃいけないと思

ってるっていうのが私の懸念でって、で、ちょっと確認したいんですけど

も先ほどおっしゃった工事計画書というのは、 

0:27:41 電力さんが作るのかそれとも協力企業です。 

0:27:45 事業者が作ります。はい。 

0:27:49 事業者というのは電力さんは全電力です。 

0:27:54 工事計画書というのをまず、 

0:27:59 電力さんが作ってそれをベースに、何かまた何だ作業要領書的なもの

を作ってそういう認識、中部電力宮崎ですが、ご認識の通りです。は

い。 

0:28:13 で、先ほどおっしゃっていただいた規制庁フクハラですけども、 

0:28:17 放出管理目標値というのと、あとこの機械的なのか熱的なのか、ってい

うその、そこがちょっと繋がらなかったんですけどもどういう関係です

か。 
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0:28:30 まず、廃止措置計画の高校生の話になるんですけれども。すいません、

中部電力宮崎です。配置計画の構成の話になるんですが、 

0:28:41 流れとしましてはですね廃棄物発生量から公衆被ばくを評価した上で、

発電所から出ていくですね気体廃棄物の量とか、 

0:28:55 最近の量みたいなところの、放出管理目標値というのを定めておりま

す。これは廃止措置計画に記載がございます。 

0:29:05 猫。放出管理目標値を年単位でですね逸脱しないように、僕らは管理し

ていきますということを排出計画の中で述べておりまして、 

0:29:16 実際にですね保安規定以下の指針の中で、僕ら、毎月、放出管理目標

値を逸脱しないかというところを確認してですね、公衆被ばく広げないよ

うな措置をとって、運用しているといったところです。 

0:29:34 規制庁深田ですちょっと私の質問の仕方が悪かってですねすいませ

ん。 

0:29:39 熱的切断か機械的切断かによってその作業されてる方、 

0:29:45 の被ばくの状況というのは変わってきますとそれは納得ですと。で、放

出管理目標値は周辺公衆というか外の人の吉良空。 

0:29:55 の話なので、ここの熱なのか、機械なのかによって、 

0:30:00 変わってくるものんでしょうかっていう、いうのがちょっとすぐにストンとい

かなかったっていうところで、 

0:30:12 中部電力の宮崎ですが、被ばく評価の中でも説明させていただいてま

すけども、 

0:30:19 機械的に切るのか熱的に切るのか、聞いたときの飛散率のパラメータ

がことになりますので例えば、熱の割合が大きくなっていくと、 

0:30:32 公衆に出ていく被ばくっていうのも、必然的に大きくなる方向にいきま

す。 

0:30:38 規制庁深田です。理解しました。すいませんありがとう。 

0:30:41 あと、続いてですね、 

0:30:45 ある。 

0:30:47 すいません。規制庁のテラノです。ここ、 

0:30:52 2 から 3 ページ目考課表作っていただいたところまでを拝見すると、確

認させて確認すると、結局、 

0:31:00 その熱的切断機械的切断それぞれ選ぶ際の基本方針っていうのは、ど

の、 

0:31:07 記載だというふうに、 
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0:31:09 理解をすればいいかなというふうな質問なんですけど、ところは、2 ペー

ジ目のただし書きは、おそらく実業のところを書いているところ。 

0:31:18 になるのかなという記載を見ると、何かそのようにも思えてて、 

0:31:22 2 ページ目の章を見ると、 

0:31:25 それぞれいろいろ周辺公衆作業、従事者の方の被ばく、作業の効率性

云々から、 

0:31:31 候補選びますよって書いてあるんですけど、 

0:31:35 書いてあるんですけど、2 ページ、ただし書 2 ページ目のただし書き以

降を見ると、どちらかといえば公衆被ばくのリスク。 

0:31:44 だったり、作業の効率化を見ますと書いてあって、3 ページ目を見ると、 

0:31:50 こちらにフジキの作業員の被ばくだったり今、最後労働災害リスク低減

できる。 

0:31:57 基本的な方針はどこどこで、 

0:32:00 整理した方がいいですかと理解するときに、 

0:32:07 中部電力の宮崎でございます。基本、考え方としてはまず大きな方針が

まず一つあると思っていてなるべくそのネット使わない機械的な切断を

優先的に選択していくっていうところでですね。 

0:32:20 公衆被ばくとか作業員の被ばく公衆が公衆被ばくの低減を目指していく

っていうところが、主なところではあります。その中で、もうなるべく火は

使いたくないんだけど、じゃあどういったところで使っていくかというとこ

ろで、 

0:32:34 記載させてもらっていて、タンク類だとか大口径配管とかっていったとこ

ろは切断長が長くなるというところで、 

0:32:44 作業員被ばくに特化してみると、被ばく低減もできるし、作業時間が短く

なってるというところで、作業上の安全も、 

0:32:54 メリットとしてありますのでそこについては、熱を採用していくというところ

で記載しており、 

0:33:03 ありがとうございます。そうすると実際候補を選ぶ解体候補を選ぶとい

う、こういう方針で解体候補エリア選択していきますよという記載を、 

0:33:13 実際、 

0:33:16 申請者の方では、どういった記載になってるかっていうのを確認させて

いただきたいんです。 

0:33:21 はい。中部電力の宮崎でございます。申請書上の書きとしてはですね 2

ページの 2 ポツのすぐ下に書いてあります、表の 5－2 の中で記載して

おりますけども工事方法というところがございまして、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:33:37 もともとですねなるべく公衆被ばくを低減するという目的で、記載適切な

大井を優先して使っていきますというところはですね、もともと記載が、 

0:33:47 ございまして、だけど、今回はですねタンク類等大口径配管について

は、先ほど申したようなメリットがございますので、やっていく。 

0:33:58 ところで、 

0:34:01 規制庁のテラノです。もともとその大方針みたいなところっていうのは、

申請書上どんな感じで、どのような記載になった。 

0:34:09 大方針的なチューブ力ミヤザキですけれども機械的切断を優先的に使

っていくっていうところの記載というところですか。 

0:34:18 規制庁能登なんですけどそこおそらくいろいろ被ばくだったりとか、作業

の効率性だったりいろいろ考え、総合的に考えて熱的切断機械的切断

選びますみたいな方針が、 

0:34:29 おそらく規制庁の中にどこかにあると思うんですけど。 

0:34:32 そちらの記載をどんな、どの辺りに、どんな規制になって、 

0:34:37 中部電力の宮崎でございます。おそらく 10 章の本文中にですねそのよ

うな記載が多分あると思いますし、表の 5－2 の中でもですねもともと間

を読ませていただくと、 

0:34:53 大戸環境への放射性物質の放出抑制及び内部被ばく防止のため、必

要に応じて汚染拡大防止措置を講じて 

0:35:05 報告等着用した上で、機械的切断を基本とし、熱的切断は、今回入れ

たタンク類とか大型機器を対象にやるんですと。 

0:35:20 表の中でも書いてます多分、班長本文中に記載が、 

0:35:24 中部電力林でございます。本文にもですね、ありまして 3、 

0:35:30 これ 1 号、 

0:35:33 1 号炉の申請書でいきますと 36 ページ、5 章の 6。 

0:35:41 ごめんなさい。 

0:35:44 36 ページですね、にですねちょっと読ませていただきますけれども、 

0:35:49 等、 

0:35:51 切断にあたっては機械的切断を基本とし、放射性粉じん等の影響を考

慮した上で適用可能な場合、熱的切断を採用するという形で書いてあり

ます。ここは大方針だけなんですけれども、今回は、これの主、ある程

度詳細にまとめたものが、 

0:36:07 表の 5－1 になってございまして、その後の医師の方で、もう少し具体の

条件を入れていくと、そういった形になってます。 
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0:36:16 規制庁のテラノです。今補足説明資料にまとめていただいた、2 ページ

目だったり 3 ページ目に書かれてるような記載が 

0:36:26 ある。 

0:36:27 申請者であるひとかたまりでこう書いてあるっていうところではない。 

0:36:32 は、チュービングミヤザキでございます。その通りです。本文で書いてい

ると表の中でちょっと記載してるので、この辺の考え方が、ひとまとめに

なって、申請書に記載されているというところでは、 

0:36:45 ないというのと、あとちょっと先行プラントさんの状況をちょっと見さしても

らったんですけども、そちらの方見ても、考え方が何かひとまとめになっ

てるというよりは、廃止措置全体の基本方針の話ですので、本文中で

大きく記載がされていると。 

0:37:02 はい。すいません。 

0:37:04 ちょっと今後取りまとめにあたっては③ゴコウほど選びますかといったと

ころの方針は、 

0:37:10 どういった記載がされているのかというところですいませんちょっと小項

目自身がなかった、確認させて、 

0:37:16 ありがとうございました。 

0:37:20 規制庁福原ですけれども続きまして同じ資料の 6 ページ、同じ資料とい

うのは、今日配付いただいてる資料 2 の 6 ページ。 

0:37:30 の、上の絵のところなんですけども、 

0:37:35 火気作業をするのでその防護対策っていうか安全対策のなんです火災

防護対策の絵なんですけども、 

0:37:42 上に黄色の四角長方形の黄色い部分があるんですけども、この黄色と

いうのは、ごめん、ちょっと文字がですねちょっと読めなくて、この黄色と

いうのは何か可燃物を置かないよっていうようなそういうニュアンスでし

ょうか。 

0:37:56 この黄色い四角はどういう意味ですか。 

0:38:00 江藤資料 2 の 6 ページの、 

0:38:03 になります。 

0:38:07 中部電力の田澤ですか黄色のエリアは、火気作業エリアとして、その 5

メーター以上、 

0:38:16 確保しなさいということで、ちょっと左のちょっと表のところを書き作業エ

リアのところで、防火養生範囲から 5 メーター以上の範囲。 

0:38:25 直下のエリアがある場合は、その下のエリアも火気作業エリアとして、 

0:38:31 確保しなさいということで、その各作業エリアを示して、 
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0:38:36 要はこの規制庁フクハラですけどもこの強化機作業エリアというのは、

当然その可燃物を置かないとか、延焼防止再対策とか、 

0:38:46 にもあるんです、ですけども消火器を置きますよとか、人が立って見は

りますよ。そういうエリア、 

0:38:52 ていうことですよね。 

0:38:55 中部電力プラザ、はい。その通りでございます。ちょっと下の絵でも、も

し動かせない可燃物の場合は、 

0:39:03 各作業エリアの中で動かせない可燃物の場合は、耐火シートをひい

て、例えば、溶断時のノロが落ちたとしても、火災にならないようにと、そ

ういったような、 

0:39:15 基本は動かないで、動かせないものは、耐火シートで、 

0:39:18 火災に繋がらないようにすると。 

0:39:21 ことになります。 

0:39:23 はい。規制庁深田です。承知しました。 

0:39:26 あと続きまして資料の 5 に移ります。 

0:39:31 資料の 5 の、 

0:39:34 39 ページ。 

0:39:38 資料の 5－39 ページ。 

0:39:41 になります。 

0:39:46 衛藤 39 ページの、 

0:39:49 の中に絵があってですね前、 

0:39:53 放射性物質が発生して外に出るまでの経路というのを赤い矢印で記載

をして、一方、青いバツというのがあってこっちには行かないよっていう

のは青いバツで示してあります。 

0:40:05 で、その青いバツの中の一つにですね建屋からの漏えいなし上の方な

んですけども、 

0:40:11 一番最後のところは機構からフィルターを通して出るか。 

0:40:16 建屋からの漏えいはありませんよっていうところ青いバツがありますん

で、この建屋の漏えい率というのは 0 にしてあるんですけども、この 0

だった建屋からは出ないよっていうのは、どういう。 

0:40:28 考えどういう理解のもと、0 としてますか。 

0:40:33 中部電力の寺澤でございます。 

0:40:35 通常時パピー後負圧管理をされておりますので、 

0:40:39 負圧なので、 

0:40:43 そういった建屋からの漏えいはなくてあくまで排気ライン、 
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0:40:47 ＩＴ、 

0:40:49 空調の排気ラインから出ていくというふうに、条件設定をしてございま

す。 

0:40:59 はい。規制庁福原です。建屋間、建屋の中は負圧管理をしているという

ことで理解しました。 

0:41:06 とりあえず私の方からは以上になります。 

0:41:18 規制庁ツカベすみませんちょっと幾つか 

0:41:21 すごい、 

0:41:24 すごくナゴも疑問も含めて確認させていただきたいんですが、 

0:41:28 最初に例のサプレッション・チェンバ資料、 

0:41:33 2 で、Ｓ／Ｃの図とかをつけていただいてありがとうございます。で、資

料の 3 ページ目のところに熱的切断する。 

0:41:43 代表例ということで、スプレーションチェンバ他書いていただいていて、

前回もお聞きしたと思うんですけどサプレッション・チェンバにすごい焦

点があがっ。 

0:41:53 ているので、他もあるということは認識しているんですが、今回のその工

事範囲として、 

0:42:03 は、前回はそのサプレッション・チェンバの工事に伴う配管。 

0:42:08 撤去するのかなというふうにもは思ってしまったんですが、その 3 ペー

ジを見る限りは、 

0:42:14 裾野市もそういうことではなくて、 

0:42:19 原子炉容器。 

0:42:21 に、 

0:42:23 近接する配管についても、幾つかについては、 

0:42:27 撤去します、撤去する工事ですということだと認識したんですが、それで

よろしい。 

0:42:35 中部電力の宮崎でございます。ご認識の通りでございます。 

0:42:40 はい、規制庁ツカベしてその場合 

0:42:43 具体的にどこからどこまで、 

0:42:47 この 

0:42:49 あんまりその第二段階第 3 段階ということをその配管で分けることの意

味は、 

0:42:54 ないのかもしれないんですが今回 

0:42:57 第二段階中に、 

0:42:59 このやられようとされている 
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0:43:03 配管周りの工事というのは、どの範囲を想定されているんでしょうか。 

0:43:11 はい。中部電力の宮崎でございます。ここについてはですねドドン、当

間熱液のものってどんなものがあるのっていうところだと思うんですけ

れどもそこについてはですね前回以前にもですね、 

0:43:22 どういったものがあるのか例を挙げて欲しいというところでリクエストい

ただいておりまして、 

0:43:27 今回全部上げてもらっても、 

0:43:31 あれなんで、代表で、二、三で挙げていただければ良いですというところ

だったかと思います。 

0:43:39 資料としましてはですね、 

0:43:41 ヒロコ。 

0:43:43 うーん。 

0:43:49 通し番号で言うと 40 分の 10 のところでですね。 

0:43:53 こちら被ばく評価の結果を並べさせてもらってるんですけれどもあわせ

て、危害できるもの等熱できるものの代表的なものというところで記載さ

せていただいております。 

0:44:04 ここについてはですね完全、先行プラントさんの事例を見ると同じように

ですね、代表例挙げておりましたので同じ形で上げさせていただきまし

た。 

0:44:15 はい。 

0:44:16 わかりました。それで計算ができるということはその物流を計算してると

いうことなので、そのどの範囲を想定してますということを、もう間接とい

うか、直接的に、 

0:44:29 ご説明いただいて、この表においては、どの範囲っていうのは明確にな

ってると思うんですがその範囲をどこにするという、 

0:44:39 考え方というか、 

0:44:41 どうなんでしょうか。 

0:44:44 はい。配管については、 

0:44:47 日置配管についてはこれは全量、 

0:44:51 工事するという前提で評価されている。 

0:44:57 はい。中部電力の宮崎でございます。基本的にはですね系統単位で見

た時に大口径を含むような系統はすべて熱できていくというところで考

えておりまして、 

0:45:09 ある特定のスプールからＳｃｈｏｏｌまでは熱できて、どこからどこまでは

機械でというところではなくてですね系統単位ぐらいの 
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0:45:20 メッシュの粗さでですね熱の対象というのは今決めている。 

0:45:27 はい、わかりました。衛藤加古さん、今ちょっと、 

0:45:30 昨日、 

0:45:31 を挙げましたけど、私としては 

0:45:34 想定してる範囲としてはだから、全体になると。 

0:45:39 市場起案としては、 

0:45:41 系統として全体を工事するという。 

0:45:46 前提で評価をされているということは、 

0:45:51 今回申請のある、その第 2 段階中にやろうとされている工事っていうの

は、そこも含めた向上されようとしたそうです。その通りでございます。

はい。 

0:46:00 わかりました。で、 

0:46:01 その際先ほどの資料 2 のサプレッション・チェンバのところ、図の 1 の解

体撤去の、 

0:46:12 イメージ。 

0:46:14 を見ていて、 

0:46:16 少し気になったのがその 

0:46:18 あとロガーホストの 5000 が高いのかどうかもよくわからないんですが、 

0:46:23 炉側との園切りというのは、 

0:46:29 当然行われる。 

0:46:31 その系統。 

0:46:33 各配管を、 

0:46:35 切る際は、 

0:46:36 円切りされる。 

0:46:39 ような工事をイメージすればよろしいですか。 

0:46:42 中部電力の宮崎でございます 

0:46:45 そうですね炉側から繋がってる配管もございましてそちらの方は 1 切り

離した上で、強い措置を行いまして演技作業を実施していくといったとこ

ろでございます。 

0:46:57 はい、わかりました。ちょっと、そう意味ではその下、（5）説明いただい

た、その説明。 

0:47:03 ちゃんとそうそういう説明で、 

0:47:06 我々が認識してるかっていうのちょっと 1 回、我々が買って、もう確認さ

せていただこうかと思うんすけど、わかりました。 

0:47:14 あと、先ほど 
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0:47:16 性能維持施設のところで遮へいプラグのところ、 

0:47:20 御説明があって、 

0:47:22 すいませんちょっと構造があまり詳しくないので、 

0:47:26 この遮へいプラグを外してしまう。 

0:47:31 えっと、 

0:47:33 は抜こうのとしては、そのオープンの状態。 

0:47:41 ちょっと先ほどの話と関連するんですけど、 

0:47:43 建屋の 

0:47:45 当時、ある種、閉じ込めみたいなものを、 

0:47:48 期待している部分もあると思うんですが、プラントの状態としては、 

0:47:53 どう、どういう状態が、 

0:47:56 常態化するといいますか、普通の状態に、 

0:48:00 なることを想定しているんでしょうか。 

0:48:07 中部電力田村でございます。 

0:48:09 まず、 

0:48:11 本社へクラブの、 

0:48:12 構造としましては、 

0:48:15 可動式となってございますと、で、 

0:48:18 格納容器のですね。 

0:48:21 ここで言いますとドライビル外周の壁と言っております。格納容器にくっ

ついてるコンクリート部なんですけれども、 

0:48:28 そこを、 

0:48:29 プラント運転時は、 

0:48:32 くっついてると。 

0:48:34 いうことなんですけれども、 

0:48:36 現在、廃止措置入った段階、 

0:48:39 からもずっとですね。 

0:48:40 本ＰＬＵＧは、 

0:48:43 閉方向にスライドした位置にございまして、 

0:48:47 このクラブも外れた状態。 

0:48:52 ところが、 

0:48:53 人も含めてですけど、通行できるという状態をもう保ち続けております。

ですので、ノーマルの位置にはいないというところですのでそのＰＬＵＧ

に対しては、性能維持施設に求めております。 

0:49:05 もう、 
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0:49:06 遮へい機能、 

0:49:07 こちらについては、記載していないと。 

0:49:11 それ以外のトラブル会社の壁については、西尾さん続けているので、引

き続きこちらは性能維持施設として、 

0:49:17 期待するものと、 

0:49:21 はい、わかりました。 

0:49:23 当然定検のときは空いている。 

0:49:26 部分なので、その、その状態で、 

0:49:30 と同じですということで、 

0:49:34 建屋として別に壊すわけではないので、 

0:49:38 先ほどの建屋の負圧。 

0:49:40 の話っていうのは、 

0:49:43 引き続き管理されていますということでよろしい。 

0:49:47 10 年キタムラですはい。 

0:49:48 おっしゃる通りでございます。 

0:49:50 はい。 

0:49:51 阿藤。 

0:49:52 資料の後で、すいませんちょっと細かいところで、 

0:49:57 恐縮なんですが、 

0:49:59 先ほど自分の中であったところで 

0:50:06 表にまとめていただき、ありがとうございますのイメージができてって最

後に 

0:50:12 水圧制御ユニットというのがあるんですがこれは、 

0:50:17 どういう系統のことを言われてるんでしょう。 

0:50:23 中部電力の宮崎でございます。水圧制御ユニット。 

0:50:28 あまりちょっと馴染みがないかもしれませんがまずオカ 

0:50:32 減少ってですね年情報があって、それを出力させてジョウキタイている

んですけれども、ずっと炊きっ放しじゃなくてですね出力をちょっとコント

ロールする制御棒というものが、 

0:50:44 ございます。まずその燃料に挿して、 

0:50:48 原子炉出力をコントロールするんですけれども。はい。わかりました。 

0:50:56 セブンにとって、 

0:51:00 もう 1、 

0:51:01 箇所すごいまだ細かい点で、ちょっと後ろの方で、鳥栖添付資料の、 

0:51:10 7、 
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0:51:12 40 分の 31 とか、 

0:51:16 以降、 

0:51:17 その前でもいいんですけど、この 

0:51:19 表題のところにその保守、保守的な条件というのと現実的表現かの条

件という。 

0:51:27 ことで、それぞれ表をつけていただいているんですがこの現実的条件と

保守的条件というのが、 

0:51:34 どういう意味なのかを、 

0:51:37 わからなかったので教えてください。 

0:51:47 中部電力の蔵田でございます同じ資料の 5－40 分の 8。 

0:51:54 を見て、 

0:51:55 いただけますと表 3－3。 

0:51:58 というところに、 

0:52:00 機械的切断と熱的切断に分けて、各パラメータどのようなものが使われ

ているか記載ございます機械的切断の中に、 

0:52:08 さらに左の欠損率ですとか、（イ）フィルターのありなしっていうのに分け

て、評価が分かれております。保守的っていうのはこちらの右側の、 

0:52:19 欠損面積率が大きいものですとか、フィルターがない場合ですとかそう

いったもの。 

0:52:25 条件で、 

0:52:27 もって、評価した、そういう、そういうものが、保守的条件にて評価した。 

0:52:32 というものでございます。 

0:52:36 はい。6 ページ目の方には、 

0:52:40 それーアノ。 

0:52:41 現実的条件を保守的条件というのが書いてあって、そういうことだとか。 

0:52:48 ありましたが、 

0:52:50 実際の評価は、 

0:52:53 書かれてる数値としては、 

0:52:57 不当な、 

0:52:58 実際に申請書、 

0:53:00 補足説明しやあ、添付書類等に書かれている数値との関係でいうと、 

0:53:06 今の、 

0:53:07 現実的条件と、 

0:53:10 ご指摘条件と、 

0:53:12 どういう扱いなんでしょうか。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 
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※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:53:13 中部電力の蔵田でございます。申請書本文中に書かれている、被ばく

評価の結果につきましては、ご指摘条件にて行った結果を記載しており

ます。 

0:53:27 はい、わかりました。 

0:53:40 はい。と思い、 

0:53:42 点すごいこちらも細かい点で、今の資料 

0:53:47 40 分の 23 ページ目のところに、気象条件の妥当性を添付資料の 1 と

して、 

0:53:53 追加いただい、説明いただいているんですが、こちらの 2009 年の気象

データというのは、許認可との関係でいうと、 

0:54:06 現在、プラント側で申請されている。 

0:54:10 諸データと整合している本なのかそれとも、 

0:54:14 今回、 

0:54:16 うん。 

0:54:17 もしくはその挨拶計画。 

0:54:20 そうですね、ポインターとの間のデータといいますか。 

0:54:24 少し御説明 

0:54:27 中部電力の蔵田でございます。おっしゃる通り許認可側と整合とれるよ

うに、2009 年というのは、 

0:54:33 あります。 

0:54:35 はい、規制庁ツカベすみません、ちょっとそれがわか分かるようにどこで

も結構なので、追記いただければと。 

0:54:45 中部電力クラタで承知しました。 

0:54:48 私からは以上です。 

0:54:55 はい、江藤原子力規制庁の福原です。 

0:54:58 すいません私の方から追加で 1 点、遮へいプラグの件なんですけども、

そもそもこの遮へいプラグを性能維持施設にした。 

0:55:08 というのは、Ｄ／Ｗの外周の一部だから、性能維持施設とした、してい

たっていうことで、 

0:55:14 という説明があったかと思うんですけどそれでよろしかったでしょうか。 

0:55:20 中部電力田村でございますはい、おっしゃる通りでございます。 

0:55:24 ドライビルの会社の壁というものとしてとらえていたんですけれども、今

回、そのＰＬＵＧのみに対して、 

0:55:31 機器として取り外しできる構造ですのでここのパーツについて、性能維

持ですから除外させていただくというものでございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:55:41 はい。規制庁深田です。確認したいとは、 

0:55:44 廃止措置になれば、このもう遮へいプラグというのは要らなかったんで

すよね。 

0:55:50 初めから性能維持しなくてもよかったっていうちょっと。 

0:55:56 いう理解なんですけどそれで正しいです。 

0:56:02 中部電力田村でございます。 

0:56:04 機能としては、 

0:56:07 そうですね 0 一二以内というところでは、毎年入っているので、 

0:56:13 性能維持施設として、外してもよかったかなというところは今思えば、あ

ります。 

0:56:20 ですが、 

0:56:22 今回ですね 

0:56:24 資料 2 の 1 ページのところの下に参考として書かせていただいてござ

いますけれども、現時点で見ると、雰囲気線量率というのは下がってご

ざいますが、配送車入った時点、 

0:56:35 で考えると、現在よりは少し高い値を示しているというのは事実としてあ

りますので、 

0:56:41 当時、ちょっと判断しなかったというところは、明確にはちょっと、うん。 

0:56:47 確認取れてませんけれども、現時点でっていう時、 

0:56:50 確認したところでは、今、 

0:56:53 ＰＬＵＧは線の位置で外していいだろうと判断に至ったというものでござ

います。 

0:56:59 規制庁深田です状況は、現状は理解をしておりまして、 

0:57:04 ちょっと整理上ですね、性能維持施設とするためには、まず設置許可に

記載があってとかで、 

0:57:13 今回はこの場合はあれですけども、 

0:57:16 他号炉と共用じゃなくってみたいなそういうす、条件があって、昔ですね 

0:57:21 この 

0:57:23 遮へいプラグって設置許可になんて書いてんだろうって言って調べたと

きがあって、ちょっと、 

0:57:30 確信はないんですけども放射線管理施設の生体遮へいの一次遮へい

に含まれてるのかなっていう気がしててですね。 

0:57:37 ここに入ってるのかなあという気はしてるんですけども、もしかすると、

今回その要は遮へいプラグを外しますよっていうことなので、 

0:57:47 そもそもんなんで、 
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0:57:49 これが性能維持施設だったん。 

0:57:51 けっていうのがちょっと疑問として多分出てくるんが普通なのかなと思っ

てて、もしかすると 

0:57:57 この遮へいプラグっていうのは、こういう経緯で、性能維持施設としてい

たよっていうのを、 

0:58:03 追記をご検討いただければ、助かるのかなっていう気はしております。

現状は把握しておりますので、 

0:58:09 はい。 

0:58:10 塚原からは以上です。 

0:58:15 中部電力田村でございます。 

0:58:17 ご認識の通りですね生体遮へいの一部と考えてございますんで、今回

外せるというところについては、 

0:58:25 もう一つ、 

0:58:27 情報としましては、 

0:58:29 炉内除染、 

0:58:30 方、 

0:58:31 残高の中で実施してございますというところでドライビルの中のですね、

除染の効果というところもあらわれているので、 

0:58:40 雰囲気線量討論通りを見たときに、今回下がっているというところで、判

断に立ったという情報。 

0:58:45 判断材料の一つにもなってございます。 

0:58:49 規制庁からＳ了解です。特になければ、 

0:58:56 規制庁ツカベすみません、ちょっと 1 点聞き忘れてしまったんで先ほど

の機械、 

0:59:01 的な切断と熱的切断のお話があったので、どちらを選定するかという話

があったかと思うんですが、 

0:59:07 もう当然、海外ではどんどんサプレッション・チェンバも含めて、 

0:59:12 解体してる事例はあると思うんですが、海外において、 

0:59:17 熱的と機械的切断、 

0:59:20 どのように使われていて、 

0:59:22 例えばＳ／Ｃはどう、壊しているというような情報等は、入社 3 として、何

か調べたりされてるんでしょうか。 

0:59:35 中部電力の宮崎でございますちょっとＳ／Ｃ。 
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0:59:39 2 課限った話ではないないんですけれども、海外はですねどちらかとい

うと、解体の効率を重視しておりまして熱的切断を積極的に採用してお

ります。はい。 

0:59:54 はい、わかりました。 

1:00:00 はい。規制庁側からは特に、以上でありません。 

1:00:04 事業者さんの方から何かありますか。 

1:00:10 中部電力の林でございます。冒頭おっしゃられた今回、 

1:00:17 の審査書を書く上で、今回私どもが出させていただいた申請書への反

映が必要ではないかということでご意見あったかと思います。 

1:00:30 で、ちょっとそちらにつきまして何て言いますか申請書に書くものと、あと

こういった面談んや、審査会合もそうですしそういったやりとりとか、そう

いった議事とか、 

1:00:44 当間今回作ってきたような補足説明資料、これの何か 

1:00:49 クライテリアといいますか他の考え方。 

1:00:52 そういったものを結構、 

1:00:57 どう、 

1:00:59 規制庁フクハラですけども担当の者から言わせていただくとですね基本

的には、申請書をベースに審査書を書くと。 

1:01:08 そこは多分皆さん共通認識あるのかなっていう気はしてます。で、今回

審査書を書くときに、多分、多分というか 

1:01:17 放射性廃棄物の保管をどうするのかっていうのが 1 点目と、あともう 1

点、重要なのが、 

1:01:23 被ばくの問題、多分廃止措置において二つこの 2 点は重要なので、審

査書には必ず確認をした結果を書きたいと、書かなきゃいけないと担当

レベルとしては思っております。 

1:01:34 その何でその二つの情報というのは申請書に基本的には書いていただ

くのかなという、現時点では、担当レベルとしては持っており、 

1:01:47 中部電力林でございます。理解しましたんで、あとは我々としては、今

の申請書の内容をですね、 

1:01:57 その細かいところは書かれてない部分もちろんあると思いますし、その

概要的な 2 分に書いてありますが、基本的には新たにですね、規制を

追加しなければ、 

1:02:10 なんすかその委員会に値しないっていうわけじゃないとは思ってるんで

すけれどもそこは、規制庁様のお考えもありますんで、そういったものを

審査会合で、あれですかね、 
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1:02:21 ご議論させていただくというようなそういう認識でよろしいですか。 

1:02:25 はい。規制庁深田ですその認識で大丈夫です。 

1:02:32 はい、事務局は承知しました。 

1:02:38 テレビ会議で参加されている浜岡から何かありますか。 

1:02:45 はい。浜岡からは特にありません。 

1:02:48 はい。全体を通して何かございますか。 

1:02:53 はい。 

1:02:55 はい、中部電力からはございません。 

1:02:58 はい。ないようですので以上をもちまして、浜岡 12 号廃止措置、 

1:03:05 に係るヒアリングを終了したいと思いますお疲れ様でした。 

 


